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地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

目
的
及
び
責
務
の
改
正
等

一

こ
の
法
律
の
目
的
に
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。

）
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

国
の
責
務
に
、
計
画
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

三

政
府
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
１

に
規
定
す
る
目
録
及
び
京
都
議
定
書
第
七
条
１
に
規

定
す
る
年
次
目
録
を
作
成
す
る
た
め
、
毎
年
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
及
び
吸
収
量
を
算
定
し
、
公

表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
二

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画

一

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
目
標
の
達
成
に
関
す
る
計
画
（
以

下
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
八
条
第
一
項
関
係
）

二

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
の
種
類
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
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出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標
、
当
該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
に
関
す
る
目
標
、
当
該

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

三

内
閣
総
理
大
臣
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
、
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

四

政
府
は
、
平
成
十
六
年
及
び
平
成
十
九
年
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
の
量
の
状

況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
及
び
施
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
三

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部

一

地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部

」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
の
作
成
及
び
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
実
施
の
推
進
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）
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二

本
部
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
を

も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

三

本
部
の
長
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充

て
、
本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

四

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
、
環
境
大

臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
し
、
副
本
部
長
は
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

五

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本

部
長
以
外
の
す
べ
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

六

本
部
に
、
幹
事
を
置
き
、
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
し
、
本
部
の
所
掌

事
務
に
つ
い
て
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
を
助
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

七

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）
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第
四

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
等

一

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
勘
案
し
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

二

地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
の
活
動
に
、
日
常
生
活
に
関
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
に

つ
い
て
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
に
基
づ
く
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

三

都
道
府
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
指
定
対
象
に
、
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

四

地
方
公
共
団
体
、
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
、
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員
、
事
業
者
、
住
民
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
者
は
、
日
常
生
活
に
関
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
し
必
要
と
な

る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
地
域
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）
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五

環
境
大
臣
は
、
全
国
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
、
地
方
公
共
団
体
、
地
域
協
議
会
そ
の
他
関
係
団
体
と
連

携
を
図
り
つ
つ
、
地
球
温
暖
化
の
現
状
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
知
識
の
普
及
並
び
に
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

を
図
る
た
め
の
活
動
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

六

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
の
実
施
の
状
況
を
自

ら
把
握
し
、
及
び
評
価
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
把
握
及
び
評
価
の
手
法
の
開
発
並
び
に
そ
の
成
果
の
普
及
に
努
め
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

第
五

森
林
等
に
よ
る
吸
収
作
用
の
保
全
等

政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
定
め
ら
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標

を
達
成
す
る
た
め
、
森
林
・
林
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
森
林
・

林
業
基
本
計
画
そ
の
他
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
又
は
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
、
温
室
効

果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

第
六

検
討

一

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
六
条
１
に
規
定
す
る
事
業
、
京
都
議
定
書
第
十
二
条
１
に
規
定
す
る
低
排
出
型
の
開
発
の
制
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度
及
び
京
都
議
定
書
第
十
七
条
に
規
定
す
る
排
出
量
取
引
を
活
用
す
る
た
め
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

二

政
府
は
、
平
成
十
七
年
ま
で
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

第
七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
八

附
則

こ
の
法
律
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
の
二
か
ら
六
ま
で
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


